
※主な新規・拡充項目については、主なものであるため、事業費総額と合計が合わないことがあります。

令和3年度
要求額
（千円）

令和3年度
最終査定額
（千円）

令和3年度
要求額
（千円）

令和3年度
最終査定額
（千円）

査定内容 査定の詳細

企画総務課
区政策会議運営事業（北
区）

5,170 5,170 区政策会議運営経費等 5,170 5,170 要求通り - 1

自治推進課 地域安全推進事業（北区） 18,494 17,021 防犯カメラ設置補助金の拡充 5,120 4,200 内容を精査 実施手法の精査 3

自治推進課 地域会館整備事業（北区） 16,000 10,000 補助金限度額の増額 16,000 10,000 内容を精査 実施手法の精査 5

新規・拡充事業一覧

部名称 課名称 事業名称

事業費総額

主な新規・拡充項目

主な新規・拡充項目

頁



 令和3年度当初予算　予算要求シート

・ ・ ・

【目的】

【内容】

【経過（～2年度）】 【3年度】 【今後予定（4年度～）】

【今年度要求のポイント】

基本計画
　施策番号

　 　

・区政策会議の運営（R3.6.1
～）
・区民評議会の廃止（R3.6.1）

　R　～　R

委員謝礼

合計 0 5,170

関連事業：　

その他　特記事項

・区民評議会に代わる「新し
い制度」を検討
・堺市区政策会議に関する
条例を上程

・区政策会議の運営

スケジュール（経過及び今後展開）

（単位：千円）
2年度予算 3年度要求額 内容・積算等

： 北区企画総務課

5,170

令和2年度予算額

0

局・課名

令和3年度要求額令和元年度決算額

0
事業名 区政策会議運営事業（北区）

懇話会委員謝礼金

懇話会活動支援経費

事業

概要

　区民の行政への参加・参画を促し、地域の実情や特性に応
じた政策形成を進め、特色ある区行政の実現を図るため、区
域内で実施する主要な施策等について、区民等から意見を
聴取する区政策会議を開催する。

　区における施策、事業等に係る総合的な計画の策定及び
改定に関する事項や、区域内で実施する主要な施策、事業
等の方向性、方針及び評価等に関する事項などについて、
区民等から意見を聴取する。

　区政策会議の円滑な運営に要する経費を要求。

事業費（千円）

主な要求内容
項目

期間
債務負担行為

要求額（千円）

懇話会運営準備経費

懇話会運営経費

活動支援業務委託料

打ち合わせ旅費

会場等借上料、筆耕翻訳料1,018

2,168

84

1,900

1



区役所

市
長
・
執
行
機
関

（

各

部

局

）

【役割】

区域内で実施する施策等につ

いて、地域の実情や課題を共

有し、地域性と専門性の視点

により、情報交換や議論を行

い意見する

【構成員等】

■総数 10～30人以内

■期間 ２年以内

■構成員

・公益的な活動を行う者

・学識経験者

・公募に応じた者等

区政策会議（懇話会）

参加
参画

区

民

議 会 審議・議決

区ごとの実情及び特性に
応じた政策形成を進め、
特色ある区行政を実現

提案

特別構成員
(学識経験者等)

専門的
な意見

配慮

※1

※2

※1：懇話会形式とし、弾力的な運用が可能

※2：構成員数の上限を引き上げる

※3：構成員から幅広い意見を聴取できる

※4：区長が主体となり運営・措置を行う

※5：執行機関にも配慮する努力義務を規定

※5

意
見

新規・見直し項目！

！

！

！

※4！

措置
（依頼）

※3！

区 長

聴取した意見を
勘案・措置
（自ら実施）

開催

区政策会議の概要

2



 令和3年度当初予算　予算要求シート

・ ・ ・

【目的】

【内容】

【経過（～2年度）】 【3年度】 【今後予定（4年度～）】

【今年度要求のポイント】

関連事業：地域安全推進事業（本庁）、自治会活動推進事業（本庁・各区）
犯罪被害者等支援事業、セーフシティさかい推進事業

市政協力謝礼金5千円×16団体

100千円×3校=300千円

540

5,120

（80千円×1台＋10千円×5校区）×3団体＋加算50千円×3台

300

（単位：千円）
2年度予算 3年度要求額 内容・積算等

2,034

4,120

8円×160,400人＋750千円

共架129灯、独立柱5灯

合計 16,287 18,494

その他　特記事項

平成21年、堺市安全・安心・快適な市民協働
のまちづくり条例施行。
令和2年度、警察署と連携・協議のうえ、防
犯カメラの戦略的な整備を推進。
各種防犯事業について、継続的な取組を実
施。

引き続き、地域や警察と
連携しながら、防犯カメラ
等の整備を推進する。

スケジュール（経過及び今後展開）

引き続き、警察署と連携・協議のうえ、防犯
カメラの戦略的な整備を推進する。また、防
犯カメラ設置補助金について、初期導入時
の上限額を見直し、機器取替等に要する経
費の補助を拡充。

540

6,650

360

3,938140 防犯カメラリース料、電柱共架料、電気料金

項目

期間

： 北区役所　自治推進課

18,494

令和2年度予算額

　R　～　R

10,839

局・課名

令和3年度要求額令和元年度決算額

16,287

要求額（千円）

事業名 地域安全推進事業（北区）

報償費

防犯事業補助金

事業

概要

地域が行う防犯灯・防犯カメラ設置をはじめとする自主防犯
活動に対する支援を通じて、安全な都市環境の充実や、防
犯意識の高揚を図り、市民、事業者、警察と市が協働して、
犯罪のない安心して暮らせる良好な地域社会の実現をめざ
す。

○防犯環境の整備
・校区自治連合会等に対し、防犯灯や防犯カメラ設置費用の一部を補助す
る。
・犯罪発生状況や区域の実情、既設の防犯カメラの設置状況等を考慮しなが
ら、警察署と連携・協議のうえ、公設防犯カメラを戦略的に整備する。
○自主防犯活動への支援
・市内で活動する防犯協議会への事業補助を行う。
・自主防犯パトロール団体の活動を支援するため、防犯資機材等の支給や
青色防犯パトロール活動費用の一部補助等を行う。
○広報啓発活動
・広報紙やホームページ等での各種防犯情報の発信、警察や関係団体との
連携による防犯キャンペーン等を実施する。

○地域が設置する防犯カメラについて、更新時期に達しているもの
に対し、制度の見直しを行う。主な見直し内容としては、設置時（初
期導入時）の上限額を35万円から30万円に下げ、地域の負担感が
大きい機器取替に要する経費の補助（90％、上限30万円）を拡充
し、機器の更新を促す。
○公設防犯カメラの整備について、3か年事業の2年目となる。令和
2年度に引き続き、警察と本市が連携・協議しながら、年次的に公設
防犯カメラの整備を推進する。

青色防犯パトロール活動補助金

青色防犯パトロール車両修繕等補助金

防犯カメラ設置事業補助金

事業費（千円）

主な要求内容

戦略的公設防犯カメラ設置事業

債務負担行為

防犯灯設置事業補助金

防犯啓発物品
公設防犯カメラ設置事業関連経費

80

29

2,333

2,035

4,120

防犯チョッキ、LED信号灯、防犯腕章等

中学校8校・小学校15校分リース料2,333

80

29

基本計画
　施策番号

5-(5) 　 　
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◆現状 

○市内の防犯カメラは、令和元年度末現在、地域による設置が 1,418 台、市による設置が 887 台であり、計 2,305

台が設置されている。令和 2 年度から市が進める公設防犯カメラの戦略的な整備は、地域による防犯カメラの設置に

加え、既設カメラの設置台数や設置箇所等を踏まえ、必要となる箇所に設置していくものである。 

○公設防犯カメラの戦略的な整備を進めるためには、地域による既設の防犯カメラが維持されていることが前提となる中、

現在、地域が設置した防犯カメラは経年劣化により更新時期に達しており、今後更新が必要となるカメラの増加が見

込まれている。また、警察からの画像確認依頼の対応といった、設置した防犯カメラの維持管理に係る負担も大きくな

っている。 

 

 

 

地域が設置する防犯カメラにおいて、更新費用や運用に関する負担が大きくなっていることから、維持管理に係

る負担軽減に取り組み、地域による防犯カメラ設置を促進する。 

 

◆改正内容について 

(A) 1 校区あたり 10 台までの補助上限額の引き下げ 

・他市における補助状況や実勢価格を踏まえ、補助上限額を調整する。 

(B)取替に係る補助の導入 

・補助の対象を故障による取替としていたものを、設置後 9 年を経過したものを取替の対象とする。 

(C)機器メーカー保証期間延長料金に対する補助の導入 

・新規及び取替設置に際して、機器メーカー保証期間の延長に係る費用を下記の通り補助対象とする。 

   
 

 変更前（現行） 変更後（改正案） 

① 

（A） 

1校区あたり 10台まで 

設置経費の 90％、上限 35万円 

1 校区あたり 10 台まで 

設置経費の 90％、上限 30 万円 

② 
11台以降 

設置経費の 50％、上限 20万円 

11 台以降 

設置経費の 50％、上限 20 万円 

③ 

（B） 

耐用年数の経過及び故障による取替 

設置経費の 50％、上限 20万円 

設置後９年を経過 

設置経費の 90％、上限 30 万円 

④ 

（C） 
― 

機器メーカー保証期間延長料金 

①③の場合 延長料金の 90％ 上限 2.7 万円 

②の場合 延長料金の 50％ 上限 1.5 万円 

 
 

◆防犯カメラ設置補助制度の変遷 

平成 21 年度 平成 26 年度 平成 28 年度 

●設置補助制定 
・補助率：90％ 
・上限額：450,000 円/１台 
・校区自治連合会対象 
（設置累計 10 台までを対象） 

●補助上限額変更 

・上限額：1台につき 350,000 円 

●設置累計 11 台目以降及び、故障取

替を対象に 

・補助率：50％ 

・上限額：1台につき 200,000 円  

 
 

◆予算要求額 
 

防犯カメラ設置補助金における補助率等の改正について 

◎要求総額：46,810 千円 

堺区：4,251 千円 中区：5,559 千円 東区：4,251 千円 西区：9,662 千円 

南区：4,681 千円 北区：5,120 千円 美原区：13,286 千円 
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 令和3年度当初予算　予算要求シート

・ ・ ・

【目的】

【内容】

【経過（～2年度）】 【3年度】 【今後予定（4年度～）】

【今年度要求のポイント】

債務負担行為
要求額（千円）

10,000 16,000

期間

事業名 地域会館整備事業（北区）

地域会館大規模改修補助金

事業

概要

地域住民の自主的な地域活動を促進するため、小学校区ご
とに地域のコミュニティ活動の拠点施設となる地域会館を整
備することにより、地域住民の文化の向上と福祉の増進を図
る。

〇校区自治連合会が地域会館の新築・建替えを行う場合、
建設工事費に対して補助を実施。
〇校区自治連合会が地域会館の大規模改修を行う場合、改
修工事費に対して補助を実施。
〇用地購入制度において、地域会館単独整備では、200㎡ま
での用地を市が購入し、校区自治連合会に無償貸与する。

長年建設コストの上昇に対応しておらず、地域の負担が大き
くなっているため、地域会館整備費補助や大規模改修補助
の上限額等の拡充を図る。

事業費（千円）

主な要求内容
項目

自治会活動推進事業、地域安全推進事業

： 北区役所　自治推進課

16,000

令和2年度予算額

0

局・課名

令和3年度要求額令和元年度決算額

10,000

（単位：千円）
2年度予算 3年度要求額 内容・積算等

合計 10,000 16,000

関連事業：

その他　特記事項

・昭和55年度整備費補助要綱制定
・平成2年度用地購入要綱制定
・平成10年度大規模改修補助要綱
制定

継続実施

スケジュール（経過及び今後展開）

見直し（拡充）、継続実施

　R　～　R

基本計画
　施策番号
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地域会館大規模改修補助の補助率及び補助限度額の引き上げについて（拡充） 

 

 

 

 

 

 

 

【対応策】 

地域会館大規模改修補助を次のとおり拡充する。 

 

①補 助 率：１／２⇒２／３に引き上げる。 

②補助上限額：５００万円⇒８００万円に引き上げる。 

【経過と課題】 

地域会館は、地域活動の拠点であるとともに、災害時の避難所にもなるなど公共的な

役割が大きい施設である。 

地域会館大規模改修補助制度は、平成１０年度に創設し、地域会館の維持管理上、必

要と認められる改修工事に対し、補助率１／２、補助上限額５００万円を補助している。 

これまで、平成３１年３月の全国労務費単価が平成２４年度に比べ５１．７％上昇す

るなど建設コストの上昇に対応しておらず、現行の補助内容では、財政基盤が脆弱な校

区自治連合会にとって、施設の改修等への備えが負担となっている。同連合会からも補

助上限額の引き上げに関する要望が寄せられており、施設の改修を促進するため、制度

を見直す必要がある。 
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